
第 33回博多港地方港湾審議会 議事要旨 

 

 

１ 日時 

令和２年３月 18日から令和２年３月 27日まで 

（参考）これまでの経緯 

   令和２年３月９日～３月 17日   審議会の開催方法等について，委員の意向を確認 

   令和２年３月 18日         会長が，本審議会の開催方法を 

「持ち回りでの開催」と決定 

   令和２年３月 18日        諮問 

   令和２年３月 18日～３月 26日  諮問事項について，委員の意向を確認 

    令和２年３月 27日         答申 

 

２ 諮問事項 

  議案第１号 博多港港湾計画の変更について 

  議案第２号 博多港臨港地区及び臨港地区の分区の指定について 

  

３ 審議方法 

  持ち回りでの開催   

第 33 回博多港地方港湾審議会については，新型コロナウイルス感染症の感染拡大の 

状況に鑑み，各委員の意向を確認し（※），その結果を踏まえ，博多港地方港湾審議会 

条例第 11条の規定に基づき，会長が「持ち回りでの開催」と決定した。 

  ※委員の意向を確認した結果，「持ち回りでの開催」について，全会一致で賛成であった。 

 

４ 議事概要 

■議案第１号 博多港港湾計画の変更について 

   議案第１号については，賛成多数であった。 

     【意見】 

     特になし 

 

■議案第２号 博多港臨港地区及び臨港地区の分区の指定について 

議案第２号については，賛成多数であった。 

      【意見】 

分区の指定後，当該地区において指定保税地域の追加指定等が予定されるため， 

前広な情報提供をお願いしたい。 



５ 答申 

  「議案第１号 博多港港湾計画の変更について」並びに「議案第２号 博多港臨港地区 

及び臨港地区の分区の指定について」は，諮問のとおりとすることが適当である。 

 

６ その他 

会長については，九州大学名誉教授 善 功企 委員 が全会一致で選任された。 

  ※なお，副会長については，次回の審議会開催時に，委員の互選により， 

選任されることとなった。 

 


